
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

【請求項２】
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複数の映像伝送装置からの映像を収集し、ユーザ局に収集した映像を配信する映像収集
配信装置であって、
　ユーザ局から所定の場所の画像の伝送を要求する画像要求信号を受信する画像要求受信
手段と、
　要求された所定の場所を撮像する映像伝送装置に対して画像を伝送するよう要求する画
像要求手段と、
　前記映像伝送装置から、該映像伝送装置が撮像した画像および該映像伝送装置が有する
センサの出力を受信する画像データ受信手段と、
　前記センサの出力により判断された天候を示す図形と前記映像伝送装置から送られた画
像とが前記ユーザ局で同一の画面に表示されるように、前記図形および前記映像伝送装置
から送られた画像を前記ユーザ局へ伝送する伝送手段と、
を備えることを特徴とする映像収集配信装置。

複数の映像伝送装置からの映像を収集し、ユーザ局に収集した映像を配信する映像収集
配信装置であって、
　ユーザ局から所定の場所の画像の伝送を要求する画像要求信号を受信する画像要求受信
手段と、
　要求された所定の場所を撮像する映像伝送装置に対して画像を伝送するよう要求する画



【請求項３】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、映像を送信する に関する。
【０００２】
【従来の技術】
遠隔地の状況を監視する監視システムにおいては、ビデオカメラ等を介して取り込んだ映
像をネットワークを介して伝送することが行われている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本出願人は、該監視システムを更に一歩進め、ビデオカメラで撮像した複数の遠隔地の状
況を基地局に収集し、ユーザ局（移動中の車両）からのリクエストに応じて公衆回線を介
し指定された遠隔地の映像を配信するシステムを案出した。
【０００４】
ここで、係るシステムにおいて、送信したデータに基づき画像をユーザ局（移動中の車両
）のモニターに表示しても、運転者の必要とする情報を直ちに判別させることは難しい。
たとえば、特定の交差点の渋滞状況を知りたい運転者に当該交差点の画像を見せても、画
像から瞬時に渋滞の状況を把握することは困難である。また、ある峠道の天気を知りたい
操作者に、該峠の画像を見せても、当該画像から天気を判別することは困難である。特に
、移動中の車両内で、運転者に画像を見せて、画像中に含まれる天候等の種々の状況を理
解させることは難しかった。
【０００５】
　本発明は、映像中に含まれる情報の内容を直ちに判別できるよう送信する

を提供することを目的をする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　請求項１は、上記目的を達成するため、

ことを技術的特徴とする。
【０００７】
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像要求手段と、
　前記映像伝送装置から、該映像伝送装置が撮像した画像を受信する画像データ受信手段
と、
　前記受信した画像を解析して渋滞しているか否かを判断する判断手段と、
　前記判断された結果に対応する図形を前記ユーザ局が表示できるためのコードおよび前
記映像伝送装置から送られた画像を前記ユーザ局へ伝送する伝送手段と、
を備えることを特徴とする映像収集配信装置。

前記判断手段は、前記映像伝送装置から送られた複数の画像に基づき車両の走行速度を
算出する方法、または、画像中の所定面積当たりの車両台数を計数する方法により渋滞し
ているか否かを判断することを特徴とする請求項２記載の映像収集配信装置。

映像収集配信装置

映像収集配信
装置

複数の映像伝送装置からの映像を収集し、ユー
ザ局に収集した映像を配信する映像収集配信装置であって、
　ユーザ局から所定の場所の画像の伝送を要求する画像要求信号を受信する画像要求受信
手段と、
　要求された所定の場所を撮像する映像伝送装置に対して画像を伝送するよう要求する画
像要求手段と、
　前記映像伝送装置から、該映像伝送装置が撮像した画像および該映像伝送装置が有する
センサの出力を受信する画像データ受信手段と、
　前記センサの出力により判断された天候を示す図形と前記映像伝送装置から送られた画
像とが前記ユーザ局で同一の画面に表示されるように、前記図形および前記映像伝送装置
から送られた画像を前記ユーザ局へ伝送する伝送手段と、
を備える



　請求項２の発明は、

ことを技術的特徴とする。
【０００８】
　請求項３の発明は、

【００１０】
　請求項１の発明では、

受信側では、該 （例えばアイコン）により、 を容易
に判別できるように表示できる。
【００１１】
　請求項２の発明では、 に対応する

コードを、 画像と共に送出するため、受信側で該
コードに対応する アイコン 等を画像中に表示することで、
容易に判別できるよう表示できる。
【００１２】
　請求項３の発明では、

【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の第１実施形態に係る映像収集配信方式について図を参照して説明する。
図１は映像収集配信方式の構成図であり、図２は第１実施形態の映像収集配信方式の概要
を示す説明図である。
【００１５】
図２（Ａ）は、映像伝送装置１０を示し、図２（Ｂ）は、複数の映像伝送装置１０からの
映像を収集する基地局２０を示し、図２（Ｃ）は、該基地局２０に特定の映像を要求する
ユーザ局３０を示している。映像伝送装置１０は、例えば、高速道路の各ジャンクション
に配置され、該ジャンクションにおける混雑状況をカメラ１２にて撮影し、通信機器１４
を介して映像を基地局２０側へ送信する。通信機器１４は、一般の公衆回線（例えば、Ｉ
ＳＤＮあるいはアナログ回線）に接続され、この回線を通じてデータを送受信を行うため
の通信機器であり、例えば、一般の電話機、携帯電話などを含んだモデムあるいはターミ
ナルアダプタである。以下後述する通信機器２４Ａ、２４Ｂ、３６も同様である。また、
該映像伝送装置１０には、図示しない照度計、温度計、湿度計等のセンサが配置されてい
る。基地局２０側では、映像収集配信装置２２が、通信機器２４Ａを介して受信した映像
を一旦保持する。ユーザ局（車両）３０には、通信機器３６と、該基地局２０へ映像転送
を要求するリクエスト発行機器３２と、転送された映像を表示する映像表示器３４とが配
設されている。ここで、該リクエスト発行機器３２及び映像表示器３４は、車載用ナビゲ
ーション装置を用いて構成することができる。
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複数の映像伝送装置からの映像を収集し、ユーザ局に収集した映像
を配信する映像収集配信装置であって、
　ユーザ局から所定の場所の画像の伝送を要求する画像要求信号を受信する画像要求受信
手段と、
　要求された所定の場所を撮像する映像伝送装置に対して画像を伝送するよう要求する画
像要求手段と、
　前記映像伝送装置から、該映像伝送装置が撮像した画像を受信する画像データ受信手段
と、
　前記受信した画像を解析して渋滞しているか否かを判断する判断手段と、
　前記判断された結果に対応する図形を前記ユーザ局が表示できるためのコードおよび前
記映像伝送装置から送られた画像を前記ユーザ局へ伝送する伝送手段と、
を備える

請求項２において、前記判断手段は、前記映像伝送装置から送られ
た複数の画像に基づき車両の走行速度を算出する方法、または、画像中の所定面積当たり
の車両台数を計数する方法により渋滞しているか否かを判断することを技術的特徴とする
。

要求された所定の場所を撮像した画像と共に、天候を示す図形を
ユーザ局へ伝送することで、 図形 天候

渋滞しているか否かを判断した結果 図形を表示できる
ための 要求された所定の場所を撮像した

図形（ ） 渋滞しているか否かを

画像に基づき車両の走行速度を算出する方法、または、画像中の
所定面積当たりの車両台数を計数する方法を用いるため、渋滞しているか否かを判断する
ことができる。



【００１６】
図１を参照して更に映像収集配信方式について説明を続ける。図２（Ａ）に示す映像伝送
装置１０が、高速道路のジャンクション及び渋滞の発生し易いＮ１箇所に配置されて、一
般の公衆回線を介して基地局２０と接続されている。基地局２０には、上記Ｎ１よりも少
ない数Ｎ２の通信機器２４Ａが配設され、該映像伝送装置１０からの画像データを受信し
得るように配設されている。
【００１７】
基地局２０の映像収集配信装置２２は、コンピュータから成り、該映像伝送装置１０側か
らの画像データを収集する映像収集部２２ａと、収集したデータを記憶する映像記憶部２
２ｂと、映像記憶部２２ｂに記憶されている各画像データが新しいか、及び、各映像伝送
装置１０のデータの要求頻度を判定する判定部２２ｃと、ユーザ局から要求のあった画像
データを配信する配信部２２ｄと、を備えている。該映像収集配信装置２２には、ユーザ
局へ画像データを配信するためのＮ３台の通信機器２４Ｂが備えられている。
【００１８】
一方、ユーザ局は、図２（Ｃ）を参照して上述したようにそれぞれ、携帯電話等の通信機
器３６と、該基地局２０へ映像転送を要求するリクエスト発行機器と、転送された映像を
表示する映像表示器３４とが配設されている。該ユーザ局は、Ｎ４台存在する。ここで、
ユーザ局の数Ｎ４（数万）が一番多く、次に基地局２０側の該ユーザ局との通信用の通信
機器２４Ｂの数Ｎ３が多く。これに次いで、映像伝送装置１０の数Ｎ１が多い。基地局２
０の該映像伝送装置１０との通信用の通信機器２４Ａの数Ｎ２が最も少ない。
【００１９】
該映像収集配信方式の概要について図３を参照して説明する。
図３（Ａ）及び図３（Ｂ）は、タッチパネルからなる映像表示器３４による表示画面を示
している。図３（Ａ）は、映像要求の選択画面を示している。選択画面中には、都市高速
道路の概要と該高速道路に設けられた第１～第５ジャンクションが示されている。ここで
、例えば、運転者が、第１ジャンクションの渋滞の状況及び天候を確認し、余り混んでお
らず、且つ、雨が降っていないなら該第１ジャンクションから都市高速に上がろうとする
なら、第１ジャンクションの部分に触れる。これにより、該第１ジャンクションに配置さ
れた映像伝送装置１０にて撮像された画像が、基地局２０から送られ、図３（Ｂ）に示す
ように天候のアイコンと共に映像が表示される。この映像に基づき、運転者は、該第１ジ
ャンクションの渋滞状況及び天候を判断する。
【００２０】
図４は、第１実施形態の映像収集配信方式でのユーザ局３０、基地局２０、映像伝送装置
１０での処理を示すフローチャートである。先ず、図３（Ａ）を参照して上述したように
運転者が、タッチパネルからなる映像表示器３４の表示画面中の第１ジャンクションに触
れて、該第１ジャンクションの画像の転送を要求すると、ユーザ局のステップ１２の画像
伝送要求かの判断がＹｅｓとなり、該ユーザ局は、携帯電話等の通信機器３６にて基地局
を発呼し、第１ジャンクションの画像を伝送するよう画像要求を送出する（Ｓ１４）。
【００２１】
ここで、基地局側は、該ユーザ局からの画像伝送要求を受けると、ステップ２２の判断が
Ｙｅｓとなり、先ず、基地局側に当該第１ジャンクションを撮像した最新の画像データ（
例えば、５分前に撮像された画像データ）が保持されているかを判断する（Ｓ２４）。こ
こで、該画像データが保持されていない限り（Ｓ２４がＮｏ）、当該第１ジャンクション
を撮像する映像伝送装置１０側を通信機器２４Ａで発呼し、画像を伝送するように画像要
求を送出する（Ｓ２６）。
【００２２】
映像伝送装置１０は、基地局側からの画像要求を受けると（Ｓ３０がＹｅｓ）、先ず、上
述した照度計、温度計、湿度計等のセンサの出力を取得する（Ｓ３２）。次に、カメラ１
２により該第１ジャンクションを撮像した画像を取り込み圧縮する（Ｓ３４）。そして、
上述したセンサにより取得した情報（照度、湿度、温度）に基づき、先ず、天候（晴れ、
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曇り、雨又は雪）を判断し、判断した情報（例えば晴れを示すコード）及び該センサの検
出値（温度、湿度）をヘッダとして画像データに付加する（Ｓ３６）。この情報（画像付
加情報）の付加された画像データを図５（Ａ）に示す。画像データには、該画像付加情報
の他に、当該画像データを識別するためのファイル管理部が付加されてれている。そして
、最後に、映像伝送装置１０は、図５（Ａ）に示す画像付加情報及びファイル管理部の付
加された画像データを基地局２０側に送出する（Ｓ３８）。
【００２３】
基地局２０は、映像伝送装置１０側から画像データを受信すると（Ｓ４０がＹｅｓ）、受
信した画像をユーザ局３０側に転送する（Ｓ４２）。なお、上述したステップ２４の判断
において、基地局側に当該第１ジャンクションを撮像した最新の画像データを保持してい
るときには、映像伝送装置から新たな画像データを取得することなく保持している、画像
付加情報及びファイル管理部の付加された画像データをユーザ局側に転送する（Ｓ４２）
。
【００２４】
ユーザ局は、基地局２０側から画像付加情報及びファイル管理部の付加された画像データ
を受信すると（Ｓ５０がＹｅｓ）、受信した画像を図３（Ｂ）に示すように映像表示器３
４に表示する（Ｓ５２）。ここでは、図５（Ａ）に示す画像付加情報（晴れを示すコード
）に対応した図中に示すように晴れを示すアイコン（太陽の図形）を、当該画像中にスー
パインポーズ機能を利用して表示する。ここで、該第１ジャンクションが曇りの時には、
曇りを示すコードが送信されるので、このコードに対応した図中に示す雲の図形が、雨の
ときには雨を示すコードに対応した傘の図形が、また、雪の時には、雪を示すコードに対
応した雪ダルマの図形が表示される。このため、運転者は、画像だけでは判断し難い天候
を図形（アイコン）から直ちに判別することができる。なお、画像付加情報に基づいて音
声で天気を知らせるようにしてもよい。
【００２５】
なお、この第１実施形態では、映像伝送装置１０側で付加された画像付加情報（天候を示
すコード）に基づき、ユーザ局側で天候表示用アイコンを画像中にスーパインポーズ機能
を利用して表示したが、この代わりに、基地局側で天候表示用アイコンを重ね合わした画
像を作成し、ユーザ局側に送信するようにも構成できる。
【００２６】
なお、上述した第１実施形態では、映像伝送装置側でセンサの検出値から天候等を判断し
たが、撮像した画像を処理して天候等を判断することも可能であり、また、該映像伝送装
置側で検出したセンサの値を基地局側へ送信し、該基地局で天候を判断し、ユーザ局での
天候表示用のコードを付加することも可能である。更に、映像伝送装置側で撮像した画像
を基地局側へ送信し、該基地局でオペレータが天候を判断し、該基地局側にてユーザ局で
の天候表示用のコードを付加することも可能である。
【００２７】
引き続き、本発明の第２実施形態に係る映像収集配信方式について説明する。上述した第
１実施形態では、画像中に含まれる情報を映像伝送装置１０側で付加したが、この第２実
施形態では、画像中に含まれる情報を基地局側で判別して付加する。
【００２８】
図６は、第２実施形態の映像収集配信方式でのユーザ局３０、基地局２０、映像伝送装置
１０での処理を示すフローチャートである。先ず、運転者が第１ジャンクションの画像の
転送を要求すると、ユーザ局のステップ１１２の画像伝送要求かの判断がＹｅｓとなり、
該ユーザ局は、第１ジャンクションの画像を伝送するよう画像要求を基地局へ送出する（
Ｓ１１４）。
【００２９】
ここで、基地局側は、該ユーザ局からの画像伝送要求を受けると、ステップ１２２の判断
がＹｅｓとなり、先ず、基地局側に当該第１ジャンクションを撮像した最新の画像データ
が保持されているかを判断する（Ｓ１２４）。ここで、該画像データが保持されていない
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限り（Ｓ１２４がＮｏ）、当該第１ジャンクションを撮像する映像伝送装置１０側に画像
を伝送するように画像要求を送出する（Ｓ１２６）。
【００３０】
映像伝送装置１０は、基地局側からの画像要求を受けると（Ｓ１３０がＹｅｓ）、先ず、
カメラ１２により該第１ジャンクションを撮像した画像を取り込み圧縮する（Ｓ１３４）
。そして、圧縮した画像データを基地局２０側に送出する（Ｓ１３６）。図５（Ｂ）に示
すように、映像伝送装置１０からの画像データには、該画像データを識別するためのファ
イル管理部が取り付けられている。
【００３１】
基地局２０は、映像伝送装置１０側から画像データを受信すると（Ｓ１４０がＹｅｓ）、
画像の内容を解析して、現在渋滞しているかを判別し、判別した渋滞情報（渋滞有り・無
しを示すコード）をヘッダとして画像データに付加する（Ｓ１４２）。なお、ここでは、
画像処理により自動的に渋滞を判断しているが、画像に基づきオペレータが渋滞か否かを
判断し、渋滞情報を付加することも可能である。この渋滞情報（画像付加情報）の付加さ
れた画像データを図５（Ｃ）に示す。最後に、当該付加情報を含む画像データをユーザ局
３０側に転送する（Ｓ１４４）。なお、上述したステップ１２４の判断において、基地局
側に当該第１ジャンクションを撮像した最新の画像データ（例えば、５分前に撮像された
画像データ）が保持されていときには、映像伝送装置から新たな画像データを取得するこ
となく保持している、付加情報の付加された画像データをユーザ局側に転送する（Ｓ１４
４）。ここで、渋滞が発生しているかの判断は、複数の画像に基づき車両の走行速度を算
出する方法や、或いは、画像中の所定面積当たりの車両台数を計数等の方法で行う。ここ
で、基地局の操作者がそれぞれの地点の画像に基づき渋滞を判断し、渋滞の有り・無しを
示すコードを付加することもできる。
【００３２】
ユーザ局は、基地局２０側から付加情報を含む画像データを受信すると（Ｓ１５０がＹｅ
ｓ）、受信した画像を図７（Ａ）に示すように映像表示器３４に表示する（Ｓ１５２）。
ここでは、図５（Ｃ）に示す画像付加情報（渋滞有りを示すコード）に対応した図中左側
に示すように渋滞中を示すアイコンを、当該画像中にスーパインポーズ機能を利用して表
示する。ここで、該第１ジャンクションが渋滞していない時には、渋滞無しを示すコード
が送られてくるため、該渋滞無しコードに対応した図７（Ｂ）中左側に示すような空いた
道路を示すアイコンが表示される。このため、運転者は、画像だけでは判断し難い渋滞の
有無を図形（アイコン）から直ちに判別することができる。なお、画像付加情報に基づき
て音声で渋滞の有無を知らせるようにしてもよい。
【００３３】
引き続き、本発明の第３実施形態について説明する。上述した第１、第２実施形態は、本
発明の映像伝送方式を交通情報の伝送に用いた。これに対して、第３実施形態では、観光
案内に本発明の映像伝送方式を用いている。即ち、図８（Ａ）に示すように観光地（遊園
地、寺院等）を撮影するように映像伝送装置１１０を配置し、図８（Ｂ）に示すように各
家庭に置かれているコンピュータ（ユーザ局）１３０からの所望の映像伝送装置１１０を
呼び出し、映像を送信させる。なお、この第３実施形態では、図８で示すように映像伝送
装置１０にて撮影された画像が、基地局を介することなくユーザ局（コンピュータ）へ直
接送られる。
【００３４】
この映像伝送装置１１０及びユーザ局１３０での処理について、図９のフローチャートを
参照して説明する。
操作者が、キーボードを操作して所望の観光地に配設された映像伝送装置１１０に画像の
転送を要求すると、ユーザ局のステップ２１２の画像伝送要求かの判断がＹｅｓとなり、
該ユーザ局１３０は、当該観光地（ここでは、寺院）を撮像する映像伝送装置１１０の電
話番号をダイヤルすることで発呼し、画像を伝送するように画像要求を送出する（Ｓ２１
４）。
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【００３５】
映像伝送装置１１０は、画像要求を受けると（Ｓ２２０がＹｅｓ）、先ず、照度計、温度
計、湿度計等のセンサの出力を取得する（Ｓ２２２）。次に、カメラ１２により該寺院を
撮像した画像を取り込み圧縮する（Ｓ２２４）。そして、上述したセンサにより取得した
情報に基づき、先ず、天候（晴れ、曇り、雨、雪）及び現在行楽に適しているかを判断し
、判断した天候及び行楽の適否の情報（コード）をヘッダとして画像データに付加する（
Ｓ２２６）。最後に、映像伝送装置１１０は、該コードの付加された画像データを基地局
２０側に送出する（Ｓ２２８）。ここで、行楽に適するか否かは、照度が高く（晴れ又は
曇り）、湿度が低いときに行楽に適すると判断する。
【００３６】
ユーザ局１３０は、映像伝送装置１１０側からコードの付加された画像データを受信する
と（Ｓ２３０がＹｅｓ）、受信した画像を図８（Ｃ）に示すように映像表示器３４に表示
する（Ｓ２３２）。ここでは、画像付加情報（コード）に対応した図中に示す晴れを示す
アイコン（太陽の図形）と、観光に適していることを示すクローバの図形を、当該画像中
にスーパインポーズ機能を利用して表示する。
【００３７】
ここで、観光に適するとき、春には図中のような桜を表示し、夏にはジュースを、秋には
スズメを示すことができ、画像に季節感を出すことが可能となる。第３実施形態では、画
像だけでは判断し難い天候を、太陽を示す図形（アイコン）にて、また、行楽に適するか
をクローバ等の図形にて直ちに判別させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態に係る映像収集配信方式の構成を示すブロック図である。
【図２】図２（Ａ）、図２（Ｂ）及び図２（Ｃ）は、本発明の第１実施形態に係る映像収
集配信方式の概要を示す説明図である。
【図３】図３（Ａ）及び図３（Ｂ）は、映像表示器による表示画面を示す説明図である。
【図４】第１実施形態に係る映像収集配信方式による処理を示すフローチャートである。
【図５】図５（Ａ）、図５（Ｂ）、図５（Ｃ）は、画像データの形式を示す説明図ある。
【図６】第２実施形態に係る映像収集配信方式における処理を示すフローチャートである
。
【図７】図７（Ａ）、図７（Ｂ）は、第２実施形態の映像収集配信装置での画像の説明図
である。
【図８】図８（Ａ）は、第３実施形態に係る映像送信装置の構成を示す説明図であり、図
８（Ｂ）はユーザ局の構成を示す説明図であり、図８（Ｃ）は画像の説明図である。
【図９】第３実施形態に係る映像収集配信方式における処理を示すフローチャートである
。
【符号の説明】
１０　映像送信装置
１２　カメラ
１４　通信機器
２０　基地局
２２　映像収集配信装置
２４Ａ　通信機器
２４Ｂ　通信機器
３０　ユーザ局
３２　リクエスト発行機器
３４　映像表示器
３６　通信機器（車載電話）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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